
 

  

　６：３０　 起床

　７：５０　 朝食

　９：００　 朝礼（ラジオ体操等）

　９：１５　 職業指導実習等
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　　　　　　 特定生活指導等
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１９：３０　 日記記入
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１９：３０　 日記記入

２０：００　 余暇時間

　　　　　　（テレビ視聴、自主活動等）

２１：３０　 就寝
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職業生活設計指導等 

マインドフルネス 

１８：００ 

昭和 17 年 1 月  札幌市に北海少年院開設 

昭和 18 年 7 月  千歳市大和４丁目に移転 

昭和 24 年 1 月  少年院法施行 

              北海少年院が初等・中等の男子少年院に指定 

昭和 60 年 12 月  北海少年院が現在地に移転 

平成 26 年 4 月  組織改編により、北海少年院が本院、紫明女子学院が 

分院となる 

平成 27 年 6 月  新少年院法施行 

令和 元年 9 月  北海少年院に月形学園の機能が移転し、短期処遇が併設 

令和 3 年 9 月  北海少年院に帯広少年院の機能が移転し、支援教育課程 

等の教育課程が併設 

令和 4 年 4 月  少年法等の一部を改正する法律が施行 

 

 
 

素直な自分を取り戻し、本気で新たな自分づくりに励む。 



 

 

 

北海少年院に収容される少年 

第１種少年院 

第２種少年院 

〇生活指導 

善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる

知識及び生活態度を習得させる指導を行います。 

 

○個別面接 

○内省課題 

○ロールレタリング 

○社会適応訓練 

○マインドフルネス、セカンドステップ 

○コーディネーショントレーニング 

〇特定生活指導 

 犯した非行や、家庭関係、交友関係といった、それぞ

れが有する事情に合わせて、その事情を改善するため

の指導を行います。 

 

〇被害者の視点を取り入れた教育 

〇薬物非行防止指導 

〇性非行防止指導 

〇暴力防止指導 

〇家族関係指導 

〇交友関係指導 

〇成年社会参画指導 

 

〇保護観察復帰プログラム（ＲＩＳＥ） 

 動機づけ面接における行動変容の理論を活用し、「あ

りたい自分」に向かうプロセスとしての保護観察を通して、

更生への動機づけを高めることを目的とします。 

〇職業指導 

社会生活に適応するために、勤労習慣、忍耐力、マナー等を身に

付けさせるとともに、各種資格の取得に必要な訓練を行います。 

 

○大型特殊自動車第一種免許 

○フォークリフト運転技能講習修了証 

○ガス溶接技能講習修了証 

○アーク、ステンレス鋼、半自動溶接技能者 

○介護職員初任者研修修了証 

○危険物取扱者（乙種・丙種）免状 など 

 

北海少年院の処遇内容 

社会適応課程Ⅰ(Ａ１) 

義務教育を終了した者のうち、就労・就学等

の社会適応上の問題がある者 

［少年院の種類］ ［矯正教育課程］ 

社会適応課程Ⅱ(Ａ２) 
義務教育を終了した者のうち、反社会的な

価値観・行動傾向、自己統制力の低さ、認知

の偏り等、資質上特に問題となる事情を改善す

る必要があるもの 

 

義務教育課程Ⅱ(Ｅ２) 

義務教育を終了していない者（中学生） 

短期義務教育課程(ＳＥ) 
義務教育を終了していない者のうち、その者

の持つ問題性が単純又は比較的低く、早期改

善の可能性が大きいもの（中学生） 

短期社会適応課程(ＳＡ) 
義務教育を終了した者のうち、その者の持つ

問題性が単純又は比較的低く、早期改善の可

能性が大きいもの 

支援教育課程Ⅲ(Ｎ３) 

義務教育を終了した者のうち、非社会的行

動傾向等に応じた配慮を要する者 

支援教育課程Ⅰ(Ｎ１) 
知的障害又はその疑いがある者及びこれに

準じた者で処遇上の配慮を要するもの 

 

支援教育課程Ⅱ(Ｎ２) 
情緒障害若しくは発達障害又はこれらの疑い

のある者及びこれに準じた者で処遇上の配慮を

要するもの 

社会適応課程Ⅳ(Ａ４) 
特に再非行防止に焦点を当てた指導及び心

身の訓練を必要とする者 

支援教育課程Ⅳ(Ｎ４) 
知的障害又はその疑いのある者及びこれに

準じた者で処遇上の配慮を要するもの 

支援教育課程Ⅴ(Ｎ５) 
情緒障害若しくは発達障害又はこれらの疑い

のある者及びこれに準じた者で処遇上の配慮を

要するもの 

保護観察復帰指導課程Ⅰ(P1) 

保護観察再開に向けた社会適応上の指導を

要する者のうち、その者の持つ問題性が比較的

軽く、早期改善の可能性が大きいもの 

保護観察復帰指導課程 II (P2) 
保護観察再開に向けた社会適応上の指導を要

する者（P１に該当する者を除く） 

第５種少年院 

少年院とは 

少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を

収容する、法務省所管の施設です。 

当院では、少年の特性に応じた適切な矯正教育や健全育成に

資する処遇を行うことにより、改善更生と円滑な社会復帰を図

っています。 

 

保護処分の執行を受け

る者であって、心身に著し

い障害がないおおむね１２

歳以上２３歳未満のもの。 

保護処分の執行を受け

る者であって、心身に著し

い障害がない犯罪的傾向

が進んだおおむね１６歳以

上２３歳未満のもの。 

 

〇教科指導 

 義務教育や高等学校への進学等を希望

するものに対する指導を行っています。希望

する者には、高等学校卒業程度認定試験を

受験する機会があります。 

 

〇体育指導 

各種スポーツ、ダンスなどを通じて、健全

な身体の発達を促し、運動能力や健康で安

全な生活を営む能力を育成することを目的と

した指導を行います。 

 

〇特別活動 

各種行事、社会貢献活動、地域の方々と

の交流等を通じて、社会性や自主性を育て

るための指導を行います。 

 

 

 

 保護観察に付された特定

少年であって、遵守事項を

遵守せず、その程度が重

く、少年院での矯正教育が

必要と認められたもの。 

改正少年法 

 令和４年４月に少年法が改正されました。改正に伴い、１８歳及

び１９歳の特定少年には、成人としての責任や社会参画のための知

識を身に付けるための教育が実施されます。 

また、保護観察に付された特定少年が、遵守事項を守らなかった

場合には、再び社会で保護観察を受けることができるよう、一定期

間少年院で矯正教育を受けることとなります。 

 


